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令
和
４
年
11
月
12
日
（
土
）
か
ら

15
日
（
火
）
ま
で
県
内
の
市
町
に
お

い
て
全
国
健
康
福
祉
祭
神
奈
川
・
横

浜
・
川
崎
・
相
模
原
大
会
（
通
称
ね

ん
り
ん
ピ
ッ
ク
か
な
が
わ
２
０
２
２
）

が
開
催
さ
れ
ま
す
。
町
で
は
、
大
磯

北
浜
海
岸
で
サ
ー
フ
ィ
ン
交
流
大
会

が
大
磯
町
実
行
委
員
会
主
催
に
よ
り

開
催
さ
れ
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
か
な

が
わ
２
０
２
２
の
機
運
醸
成
の
た
め
、

５
月
２
日
（
月
）
か
ら
町
役
場
本
庁

舎
玄
関
に
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
ボ
ー
ド

を
設
置
し
ま
す
。

　
皆
さ
ん
一
緒
に
盛
り
上
げ
て
い
き

ま
し
ょ
う
！

問
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課

　
☎
内
線
３
２
４

　
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
は
、
町
の
ス

ポ
ー
ツ
推
進
を
図
る
た
め
、
ス
ポ
ー

ツ
事
業
に
係
る
連
絡
調
整
、
実
技
指

導
や
助
言
な
ど
を
行
い
、
ス
ポ
ー
ツ

推
進
の
企
画
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

の
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。（敬

称
略
）

高
　
　
麗
　
　
草
山
　
和
彦

高
　
　
麗
　
　
渋
谷
　
剛

東
　
　
町
　
　
加
藤
　
勝
義

東
　
　
町
　
　
齋
藤
　
薫

山
王
町
　
　
村
上
　
健

山
王
町
　
　
加
藤
　
桂
子

南
下
町
　
　
伴
　
紀
子

北
下
町
　
　
二
梃
木
　
優
子

台
　
　
町
　
　
山
本
　
秀
司

台
　
　
町
　
　
内
田
　
敬
久
　

馬
　
　
場
　
　
曽
我
部
　
耕

馬
　
　
場
　
　
後
藤
　
恵
一
　

国
府
新
宿
　
　
岩
村
　
孝
二

国
府
新
宿
　
　
松
浪
　
知
史

寺
　
　
坂
　
　
織
戸
　
明

黒
　
　
岩
　
　
坂
井
　
幸
三

石
神
台
　
　
山
本
　
洋
一

町
内
在
勤
　
　
平
田
　
由
香
　

町
内
在
勤
　
　
浜
田
　
大
雅

問
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課

　
☎
内
線
３
２
４

ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
を
委
嘱

ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
か
な
が
わ

２
０
２
２
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン

ボ
ー
ド
を
設
置
し
ま
し
た

　
次
の
10
名
の
方
を
青
少
年
指
導
員

と
し
て
委
嘱
し
ま
し
た
。

　
青
少
年
指
導
員
は
、
子
ど
も
た
ち

が
明
る
く
伸
び
や
か
に
育
つ
こ
と
を

願
い
、
様
々
な
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　
任
期
は
令
和
４
年
４
月
１
日
～
令

和
６
年
３
月
31
日
ま
で
で
す
。

（
順
不
同
敬
称
略
）

加
藤
　
昌
子

上
野
　
広
子

横
井
　
太
一

庄
子
　
幸
太

河
村
　
裕
根

沼
野
　
惠
一

松
浦
　
さ
ゆ
り

宮
代
　
と
よ
子

石
塚
　
す
ま
子

平
賀
　
賢
一

問
生
涯
学
習
課
　
☎
内
線
３
２
３

　
広
報
お
お
い
そ
４
月
号
で
全
戸
配

布
し
ま
し
た
「
令
和
４
年
度
大
磯
町

の
生
涯
学
習
」
に
お
い
て
、
誤
っ
た

記
載
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
訂
正
し

お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
誤
　
　
正

・
集
会
室
定
員
　
35
名
→
40
名

・
講
習
室
定
員
　
15
名
→
12
名

問
生
涯
学
習
課
　
☎
内
線
３
２
３

　
町
の
貴
重
な
指
定
文
化
財
「
木
造

神
像
」（
高
来
神
社
蔵
）
が
、
令
和

４
年
３
月
18
日
に
県
指
定
重
要
文

化
財
（
彫
刻
）
に
指
定
さ
れ
ま
し

た
。
指
定
文
化
財
の
名
称
及
び
数

量
は
、「
木
造
男
神
立
像
、
木
造
女

神
立
像
、
木
造
僧
形
神
立
像
、
木
造

男
神
立
像�

弘
安
五
年
の
銘
が
あ
る
、

木
造
女
神
像
頭
部
残
欠�

弘
安
五
年

の
銘
が
あ
る
、木
造
僧
形
神
立
像（
頭

部
欠
）、
木
造
随
身
立
像
（
頭
部
欠
）、

附�

左
右
袖
部
　
10
躯
１
箇
　�

附
２

箇
」
で
す
。

　
こ
の
木
造
神
像
群
は
平
成
12
年
の

文
化
財
調
査
に
よ
り
発
見
さ
れ
、
平

成
16
年
に
「
木
造
神
像
」
の
名
称
で

町
指
定
文
化
財
と
な
り
、
以
後
、
保

護
・
保
存
の
た
め
、
11
回
に
わ
た
り

保
存
修
理
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
調

査
の
結
果
、
優
れ
た
作
行
き
か
ら
鎌

倉
時
代
に
遡
る
貴
重
な
神
像
群
と
確

認
さ
れ
、
一
部
の
像
に
は
墨
書
に
よ

る
弘
安
五
年
（
一
二
八
二
）
の
年
紀

が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
修
理
後
、
像

は
保
存
環
境
な
ど
の
観
点
か
ら
、
町

郷
土
資
料
館
に
寄
託
と
な
り
、
現
在

そ
の
一
部
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

問
生
涯
学
習
課
　
☎
内
線
３
２
３

木造男神立像
（写真提供／

光圓美術研究所）

高
来
神
社
蔵
木
造
神
像
が
県
指
定

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た

青
少
年
指
導
員
を
委
嘱

「
令
和
４
年
度
大
磯
町
の
生
涯
学
習
」
の

訂
正
と
お
詫
び
に
つ
い
て

　
令
和
４
年
度
各
地
区
の
町
内
会
・

自
治
会
の
代
表
者
の
方
は
以
下
の
と

お
り
で
す
。
な
お
、
☆
印
は
、
新
し

く
代
表
に
な
ら
れ
た
方
で
す
。

（
敬
称
略
）

高
　
　
麗
　
　
小
泉
　
隆
史
　

東
　
　
町
　
　
石
倉
　
元

長
者
町
　
　
若
菜
　
博

山
王
町
　
　
秦
　
慶
一
　
　

神
明
町
　
　
中
村
　
晃
也

北
本
町
　
　
山
本
　
龍
美
　

北
下
町
　
　
細
谷
　
信
夫

南
本
町
　
　
中
村
　
雅
一

南
下
町
　
　
鈴
木
　
實

茶
屋
町
　
　
鈴
木
　
豊
男
子

裡
　
　
道
　
　
齋
藤
　
純
一

台
　
　
町
　
　
久
保
田
　
宏
　
☆

※
区
長
代
行
（
副
区
長
）

西
小
磯
東
　
　
二
梃
木
　
敏
行
☆

西
小
磯
西
　
　
深
谷
　
昇
平
　
☆

中
　
　
丸
　
　
山
口
　
修
　
　

馬
　
　
場
　
　
毛
利
　
泰
輔
　

国
府
新
宿
　
　
佐
藤
　
陽
一
　

月
　
　
京
　
　
原
　
一
生
　
　

生
　
　
沢
　
　
岩
﨑
　
俊
一
　

寺
　
　
坂
　
　
杉
﨑
　
正
　
　

虫
　
　
窪
　
　
土
方
　
康
雄
　

黒
　
　
岩
　
　
坂
井
　
孝
明
　

西
久
保
　
　
山
室
　
政
義
　

石
神
台
　
　
高
木
　
敏
宏

問
町
民
課
　
☎
内
線
２
３
６

町
内
24
地
区
の
代
表
者
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　地震に強い安全なまちづくりのため、【危険ブロック塀等の撤去等】と【木造住宅の耐震化】について費
用の一部を補助します。いずれも着工前に申請が必要になります。

地震に備えたまちづくり 申請期間　５月９日（月）～12月28日（水）
問都市計画課　☎内線2４2

　住宅の耐震化について、制度の説明と建築士によ
る無料相談会を次の日程で行います。
　事前予約で行いますので、電話、FAXまたはメー
ルでご連絡ください。
▶開催日時　�①５月25日（水)・②６月28日（火）・
　　　　　　③７月７日（木）のいずれも午後から
▶場　所　町立福祉センターさざれ石２階
▶持ち物　�登記簿など家屋の建築日が確認できる書

類、家屋の設計図面、印鑑
▶締切日　�各相談日の１週間前まで（各日とも、相

談受付件数に達した場合は、予約を締め
切らせていただきますので、お早めにお
申込みください。）

　通学路や緊急輸送路沿いにある危険ブロック塀
（大谷石やレンガ積みも含む）を撤去等する場合、
工事費の一部を補助します。
▶�注意　工事は必ず町内の事業者に依頼していただ
くことになります。

　補助額は、「撤去工事等に要する経費」に上記補助
率を掛けて計算します。詳しくはお問合せください。
※ただし非課税世帯の補助率は3/4、上限額は、
150,000円です。
危険なブロック塀とは
　ひとつでも不適合がある場合は専門家に相談しま
しょう。
１．�塀は高すぎないか（高さは地盤から2.2ｍ以下）
２．�塀の厚さは十分か（厚さは10㎝以上か。高さが
２ｍ超2.2ｍ以下の場合は15㎝以上）

３．高さが1.2ｍ超の場合、控え壁はあるか
４．コンクリートの基礎はあるか
５．塀に傾き、ひび割れはないか
６．�塀に鉄筋は入っているか（レンガ造・石造等は
別の基準です。）

▶対象住宅
　昭和56年５月31日以前の旧耐震基準で建築された
木造住宅（ツーバイフォーなどの枠組壁工法を除く）
で、戸建の専用住宅・併用住宅が対象となります。

▶耐震診断費用の一部を補助します。
　家屋の延べ面積により耐震診断費用は、次のとおり

※�200㎡を超える場合は、別途相談になります。
　�上記の耐震診断を行なった場合、費用の一部を補
助します。

▶耐震化工事等にも補助制度が活用できます。
　耐震診断の結果、評価値が1.0に満たなかった場
合には、設計や工事監理・耐震補強工事でも補助制
度を活用することができます。補助額は、掛かった
経費（税抜）の２分の１で上限額は次のとおりです。

　住宅の耐震改修を行った場合、所得税額から一定
額が控除されるなど、固定資産税の減額措置を受け
ることができる場合があります。
　制度活用に必要な住宅耐震改修証明書発行には、
10日程度時間を要しますので、早めにご連絡をくだ
さい。

個別無料耐震相談会を行います

危険ブロック塀等の撤去等に関する補助 木造住宅の耐震化に関する補助

耐震改修促進税制をご存知ですか？

耐震診断の補助額 補助率 上限額

一　　　般

定　額

70,000円

非課税世帯 80,000円

緊急輸送路 85,000円

耐震化工事等の補助額 補助率 上限額

耐震設計

１／２

100,000円

耐震工事監理 50,000円

耐震工事 500,000円

150㎡以下 90,000円＋消費税

200㎡以下 100,000円＋消費税

補助率 上限額

通　学　路 ３／４ 150,000円

緊急輸送路 １／２ 100,000円


